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危機管理システム研究学会会則 

２０００年４月１日制定 

２０１２年５月８日改訂 

２０１４年６月７日改訂 

２０１８年７月８日改訂 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は危機管理システム研究学会 (Association for Risk Management System 

Studies：略称「ARIMASS」（アリマス）)と称する。 

 ２． 本会でいう「危機管理」は、リスクマネジメントプロセスにおける諸活動をいう。 

 

（本部・支部） 

第２条 本会は本部を置く。必要に応じて総会の承認により、支部を置くことができる。 

 

（目的） 

第３条 本会は危機管理システムの教育・研究の向上と発展につとめるとともに、その成果を

社会に還元することを目的とする。 

 

（事業） 

第４条 本会は前述の目的を達成するために次の事業を行う。 

   １． 危機管理の教育基盤の整備充実 

 企業・公的機関・個人のレベルで危機管理を自らの力で実践できるよう、高等教育機

関（大学院、大学、専門学校など）の教育インフラを整備充実する。 

     （１）高等教育機関の教育訓練プログラムの研究開発を行う。 

     （２）高等教育機関の教育訓練プログラムを実施する。 

   ２． 危機管理システムに関する調査研究 

 危機管理システムおよび危機管理に関する様々な調査研究を行う。 

     （１）毎年度１回大会を開催し研究成果の発表および討論を行う。 

     （２）分科会活動を中心に研究会を開催する。 

   ３． 事例研究と情報発信 

 社会における危機管理の実施状況のモニタリング活動、今日的課題としてのリスクに

対するモニタリング活動および実際の事例研究の発表を通じて社会的啓発に結びつく

情報発信を行う。 

   ４． 他学会との連携 

 国内外の関連学会およびその他の団体との連携・連絡を図り、相互に啓発発展につと

める。 

   ５． その他 
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 その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業を行う。 

 

第２章 会員 

（種別） 

第５条 本会の会員は次の通りとする。 

     （１） 正会員 

     （２） 学生会員 

     （３） 賛助会員及び賛助法人 

 

（正会員） 

第６条 正会員は、危機管理システムに関連する業務・研究に従事し、またはそれに関心を有

する者とする。 

 

（学生会員） 

第７条 学生会員は、危機管理システムに関する研究に従事する学生とする。 

 ２． 学生会員を希望する者は、所属大学、学部および修了予定年月をあらかじめ申請しな

ければならない。修了予定年月を超えて、延長する旨の連絡がない場合には正会員と

して取り扱う。 

 

（賛助会員及び賛助法人） 

第８条 賛助会員は、本会の主旨に賛同し、本会に特別の援助を与える個人をいう。 

 ２． 賛助法人は、本会の主旨に賛同し、本会に特別の援助を与える団体をいう。 

 

（入会） 

第９条 会員として入会を希望する者は、会員２名の推薦を得たうえ所定の申込用紙を提出し、

常任理事会の承認を受けるものとする。 

 

（会費） 

第１０条 会員は次の会費を納めなければならない。 

 ２． 会費は次のように定める。 

     （１）  正会員  年 ６，０００円 

     （２）  学生会員 年 ３，０００円 

     （３）  賛助会員及び賛助法人 年 ５０，０００円（１口）以上 

 ３． 年度途中で入会した個人または法人の会費は、入会が承認された月から年度末までの

年会費を月割りした金額とする。 

 

（退会） 

第１１条 会員が次の事由に該当した場合は退会とする。 

     （１）  退会を申し出た場合 
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     （２）  3 年を超えて会費を滞納した場合 

 ２． 退会の手続きについては、常任理事会の議を経て別に定める。 

 ３． 会員のうち公務就任、海外勤務等により 1 年以上にわたり学会活動が不可となり、か

つ休会の申し出がある者は、その間、常任理事会の決議により申し出の期間、休会す

ることができる。 

 

（除名） 

第１２条 会員が本会に損害を与える行為または名誉を傷つける行為を行ったときは、理事会は

決議をもって除名することができる。 

 

第３章 役員 

（種別） 

第１３条 本会には次の役員を置く。 

     （１）  会長   １名 

     （２）  副会長  複数名 

     （３）  常任理事 複数名 

     （４）  理事   複数名 

     （５）  監事   ２名 

 ２． 名誉会長、顧問、参与を複数名置くことができる。 

 ３． 名誉会長、顧問、参与は常任理事、理事を兼務することができる。 

 

（理事、監事の選出・任期） 

第１４条 理事及び監事は、２年毎の役員改選時期に、正会員及び賛助会員の中から総会におい

て、選出する。 

 ２． 任期は２年とし、再任を妨げない。 

 ２年とは当該年度総会を始期・終期とする 

 ３． 理事及び監事の非改選時期に増員または補充された理事及び監事の任期は、前項の規

定にかかわらず、改選理事及び監事の任期と同じとする。 

 

（会長、副会長、常任理事の選出・任期） 

第１５条 会長、副会長および常任理事は理事のなかから理事会において選出し、総会の承認を

得なければならない。 

 ２． 会長の任期は２年とする。 

 ３． 副会長および常任理事の任期は２年とし、再任を妨げない。 

 ４． 会長は就任１年経過後に次期会長候補（プレジデントイレクトと呼ぶ）を選出し、理

事会の承認を得るものとする。 

 ５． 理事の非改選時期に選任された会長、副会長及び常任理事の任期は、前項の規定にか

かわらず、改選理事の任期と同じとし、再任を妨げない。 

 ６． 名誉会長、顧問、参与は常任理事会において選出し、理事会の事後承認を得るものと
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する。 

 

（補充監事の選任） 

第１６条 監事に欠員が生じたときは、理事会において補充監事を選任し、直近の総会で事後承

認を得なければならない。 

 

（役員の職務） 

第１７条 会長は本会を代表し、会務を統括する。 

 ２． 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、また欠けたときは、その職務を代行

する。 

 ３． 常任理事は理事会から付託された会務を執行する。 

 ４． 理事は理事会を構成し、総会提出議案および本会運営に必要な事項を審議するととも

に、会務を執行する。 

 ５． 監事は、会計および会務執行の状況を監査する。 

 

第４章 会議 

（会議） 

第１８条 会議は定時総会、臨時総会、常任理事会および理事会とする。 

 ２． 総会は、本会の最高議決機関であり、定時および臨時に開催するものとする。 

 ３． 常任理事会および理事会は、会長が召集する。 

 ４． 会議の議長は会長とする。 

 

（定時総会） 

第１９条 定時総会は年１回開催するものとし、会長がこれを招集する。 

 

（臨時総会） 

第２０条 臨時総会は理事会が必要と認めた時に会長がこれを招集する。 

 ２． 正会員の５分の１以上の者が、総会の審議事項を示して開催を要求したときには、会

長は臨時総会を招集しなければならない。 

 ３． 監事が開催を要求したときには、会長は臨時総会を招集しなければならない。 

 

（総会の議決） 

第２１条 出席者の過半数をもって議決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。 

 

（常任理事会） 

第２２条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成し、本会則に定めるもののほか、

会務の執行に関する必要事項について審議、決定する。 

 ２． 会長は、常任理事会の承認をえて、理事を構成員に加えることができる。 
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（理事会） 

第２３条 理事会は、会長が必要と認めるときにこれを招集する。 

 ２． 理事の３分の１以上の者が、理事会の審議事項を示して開催を要求したときは、会長

は理事会を招集しなければならない。 

 ３． 理事および監事は理事会を構成する。 

 

（理事会の議決） 

第２４条 理事会の議決は出席者の過半数を以て議決する。可否同数の場合は議長の決するとこ

ろによる。 

 

第５章 委員会・幹事 

（委員会） 

第２５条 本会の活動を円滑に推進するために、必要に応じて常任理事会の議により、委員会を

置く事ができる。 

 ２． 委員会規程については、常任理事会の議を経て別途定める。 

 

（幹事） 

第２６条 会長は、本会の活動を円滑に推進するために、必要に応じて理事会の議により、幹事

を置く事ができる。 

 

第６章 資産及び会計 

（資産） 

第２７条 本会の資産は会費、寄付金およびその他の収入からなるものとする。 

 

（会計年度） 

第２８条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるものとする。 

 

（承認） 

第２９条 毎年度の予算、決算および財産目録は、総会の承認を受けなければならない 

 

第７章 会則の改正および解散 

（会則の改正） 

第３０条 本会則の改訂は、常任理事会が発議し、理事会の議を経て総会で決定する。 

 ２． 会則改訂の議決は、出席者の３分の２以上の者の賛成を必要とする。 

 

（解散） 

第３１条 本会の解散は、理事会の議を経て総会で決定する。 

 ２． 本会の解散には、総会員の３分の２以上の者の賛成を必要とする。 
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８章 補則 

（実施細則） 

第３２条 本会則を実施するために、実施細則を定める事ができる。 

 ２． 実施細則は、常任理事会において定める事ができる。 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

付則 

 １． 本会則は２０００年４月１日より施行する。 

 ２． 一部改正、２００３年５月２４日より実施する。 

 ３． 第１３条、第１４条、第１５条、第１６条の改正規定は２００３年５月２４日より施行

する。 

 ４． 第１５条の改正規定は２０１２年５月８日より施行する。 

 ５． 本会則施行以前の理事会決議事項は発起人会がこれを代行し、総会において承認を受け

るものとする。 

 ６． 本部は会長の下におく。なお、事務局は別におくことができる。 

 


